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１（令和５年９月２７日改訂） 
  

高崎市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和

に関する条例について 

  本市は、再生可能エネルギー発電設備の設置事業に関して、美しい自然環境及び魅

力ある景観の維持を図るとともに、住民の生活環境の保全に寄与するため、「高崎市

自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を

制定し、平成２７年４月１日から施行しています。 

 この条例では、再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境、景観等との調和が

特に必要な地区を特別保全地区として指定し、当該地区内における再生可能エネルギ

ー発電設備の設置に関する全ての事業を対象としています。ただし、建築基準法第２

条第１号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う事業については、対象外としていま

す。 

用語の説明 

再生可能エネルギー 

発 電 設 備 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項に規定する再

生可能エネルギー発電設備 

※送電に係る電柱等は除きます。 

特 別 保 全 地 区 

自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備の設置と

の調和が特に必要な地区 

①観音山地区 

②榛名湖周辺地区 

③箕郷梅林地区 

事 業 者 

再生可能エネルギー発電設備を設置する事業（木竹の伐

採、切土、盛土、埋土等の造成工事を含む。以下「事業」

という。）を計画し、これを実施する者 

事 業 区 域 

事業を行う土地（再生可能エネルギー発電設備に附属する

管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。）であっ

て、柵等の工作物の設置その他の方法により当該土地以外

の土地と区別された区域 

近 隣 住 民 

事業区域の境界から２００メートル以内の区域に土地又は

建物を所有する者及び当該事業によりその所有する土地又

は建物について、これらの者と同程度の影響を受けると認

められる者 

該 当 町 内 会 

事業区域の境界から２００メートル以内の区域をその区域

に含む町内会及び当該事業により当該町内会の区域に居住

する者と同程度の生活環境上の影響を受けると認められる

者が居住する区域をその区域に含む町内会 
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再生可能エネルギー発電設備の設置に関する許可基準 

１ 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこととして次の基準

に適合したものであること 

（１）事業区域に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第４条第２項に規定

する希少野生動植物種の生息地又は生育地の区域（※１）を含まないこと。 

（２）事業区域に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）第２８

条第１項の鳥獣保護区（※２）を含む場合は、当該鳥獣保護区において鳥獣を保護すべき

措置が十分に取られていること。 

（３）事業区域に鳥獣保護法第２９条第１項の特別保護地区（※３）を含まないこと。 

（４）事業区域に都市緑地法第１２条第１項の特別緑地保全地区（※４）を含まないこと。 

（５）事業区域内に生育する木竹を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施

設等の設置のための必要最小限の範囲の伐採であること。 

※１ 希少野生動植物種の生息地又は生育地の区域 

区域の問合せ先：群馬県環境森林部自然環境課自然環境係（電話：027-226-2872） 

※２ 観音山地区は一部区域、榛名湖周辺地区は概ね全域、箕郷梅林地区は全域が該当 

    区域の問合せ先：群馬県環境森林部自然環境課野生動物係（電話：027-226-2874） 

※３ 榛名湖周辺地区内の榛名富士が該当  

区域の問合せ先：群馬県環境森林部自然環境課野生動物係（電話：027-226-2874） 

※４ 少林山、護国神社が該当    

区域の問合せ先：高崎市都市整備部公園緑地課（電話：027-321-1272） 

 

２ 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして次の基準に適合したものであ

ること 

（１）再生可能エネルギー発電設備の高さ、形状等が周囲と調和したものであること。 

（２）再生可能エネルギー発電設備の色彩は、高崎市景観色彩ガイドラインの例（※１）によ

るものであること。 

（３）事業区域と隣接する土地との間に緩衝帯（※２）が設けられていること。 

（４）再生可能エネルギー発電設備が周辺の道路等の公共空間から見えないよう低木、目隠し

フェンス等が設置されていること。 

（５）事業区域が、高崎市景観計画（※３）に記載された景観資源（古墳、史跡、寺社、歴史

的まちなみ等をいう。）、住宅団地、工業団地（※４）、及び公共施設の敷地又は区域の境

界から１００メートル以上離れていること。 

（６）再生可能エネルギー発電設備が、高崎市景観計画に記載された主な眺望点（※５）のい

ずれかからも見えないこと。 

※１ 再生可能エネルギー発電設備の形態に応じ、事業区域が属する地域の基準に適合するこ

と 

例：田園地域内に太陽光発電設備を設置する場合、パネルの色が当該地域における建築

物の屋根基調色の例に規定されている色彩（濃灰色、黒色等）に適合 
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※２ 緩衝帯の基準 

事業区域の面積 緩衝帯の幅 

０.３ヘクタール未満 １メートル 

０.３ヘクタール以上０.５ヘクタール未満 ２メートル 

０.５ヘクタール以上１ヘクタール未満 ３メートル 

１ヘクタール以上１.５ヘクタール未満 ４メートル 

１.５ヘクタール以上５ヘクタール未満 ５メートル 

５ヘクタール以上１５ヘクタール未満 １０メートル 

１５ヘクタール以上２５ヘクタール未満 １５メートル 

２５ヘクタール以上 ２０メートル 

※３ 高崎市景観計画 

問合せ先：高崎市都市整備部都市計画課景観室（電話：027-321-1350） 

※４ 観音山地区周辺の景観資源、住宅団地等の例 

  護国神社、清水寺、染料植物園、洞窟観音・山徳園庭園、天満宮、丸山団地、鶴辺団

地、城山団地、鼻高団地、一里塚 

 榛名湖周辺地区周辺の景観資源の例 

榛名神社、榛名神社の矢立スギ 

箕郷梅林地区周辺の景観資源の例 

長純寺 

※５ 観音山地区周辺の眺望点の例 

    高崎白衣大観音、市営観音山駐車場、少林山達磨寺、鼻高展望花の丘、市庁舎、高崎

公園、聖石橋、和田橋 

   榛名湖周辺地区周辺の眺望点の例 

    榛名湖、榛名富士、松之沢峠、相馬山 

   箕郷梅林地区周辺の眺望点の例 

    梅の郷大橋、榛名南麓フルーツライン 

 

３ 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして次の基

準に適合したものであること 

（１）事業区域に砂防法第２条の規定により指定された砂防指定地（※１）を含まないこと。 

（２）事業区域に水防法第１４条第１項の洪水浸水想定区域（※２）を含まないこと。 

（３）事業区域に地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域（※３）を含まないこ

と。 

（４）事業区域に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊

危険区域（※４）を含まないこと。 

（５）事業区域に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第

１項の土砂災害警戒区域及び同法第９条第１項の土砂災害特別警戒区域（※５）を含まな

いこと。 

（６）事業区域に森林法第２５条第１項の保安林の存する土地（※６）を含まないこと。 

（７）事業区域に河川法第６条第１項に規定する河川区域及び同法第５４条第１項の河川保全

区域（※７）を含まないこと。 
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※１～５及び※７  

区域の問合せ先：群馬県県土整備部高崎土木事務所（電話：027-322-4186） 

※６   区域の問合せ先：群馬県環境森林部西部環境森林事務所（電話：027-323-4021） 

 

４ 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計

画が宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法その他関係法令及び次の基準に適

合したものであること 

（１）事業区域において、切土、盛土等の造成を行う場合は、当該造成が事業区域への進入

路、排水施設等の設置のための必要最小限の範囲のものであること。 

（２）事業区域内における法面の勾配が垂直１メートルに対する水平距離が２メートルの勾配

を超える場合は、５の（３）に掲げる基準を満たす擁壁が設置されていること。 

（３）前（１）及び（２）に掲げるもののほか、造成計画が盛土等防災マニュアル（令和５年

５月２６日国官参宅第１２号、５農振第６５０号、５林整治第２４４号）の基準に適合し

たものであること。 

 

５ 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び次の基準に適合したものであること 

（１）事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置さ

れていること。 

（２）排水施設の構造が下水道法施行令第８条第２号、第３号及び第８号から第１０号（※

１）までに掲げる基準を満たすものであること。 

（３）擁壁を設置する場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第８条第１項（※２）に

掲げる基準を満たす方法で設置されていること。 

（４）下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合

は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。 

※１ 下水道法施行令（抄） 

    （排水設備の設置及び構造の技術上の基準） 

第八条 法第十条第三項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 

 一 略 

二  排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。 

三 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、

漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべ

きものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとする

ことができる。 

四～七まで 略 

八 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、桝又はマンホールを設けるこ        

と。 

イ もつぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障

がないときは、この限りでない。 

ハ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍を超えない範囲内において管渠

の清掃上適当な箇所 
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九 ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあつて

は、密閉することができるふた）を設けること。 

    十 ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメー

トル以上の泥溜を、その他の桝にあつてはその接続する管渠の内径又は内のり幅に

応じ相当の幅のインバートを設けること。 

    十一 略 

 

※２ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄） 

    （擁壁の設置に関する技術的基準） 

第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち

擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。）を

した土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これ

らの崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第一

上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度以下のもの 

（２）その土質に応じ勾配が別表第一中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のも

の（その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を

保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面 

ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面 

二  前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造そ

の他の練積み造のものとすること。 

２  前項第一号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場

合における同号イ（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分

は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。 

 

別表第一（第八条、第三十条関係）  

土質 擁壁を要しない勾配

の上限 

擁壁を要する勾配

の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） 六十度 八十度 

風化の著しい岩 四十度 五十度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土 

その他これらに類するもの 

三十五度 四十五度 
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６ 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講じるべき措置が関係法令及

び次の基準に適合したものであること 

（１）軟弱地盤である場合は、土の置き換え、水抜きその他の措置が講じられていること。 

（２）地山と盛土部分にすべりが生じないように段切りその他の措置が講じられていること。 

（３）盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他必要な措置が講じられていること。 

（４）事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されていること。 

 

７ 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれ

がないこととして次の基準に適合したものであること 

（１）事業区域に接する道路の幅員が６メートル未満の場合は、当該道路と事業区域に接する

部分について道路の反対側から６メートル後退することその他の再生可能エネルギー発電

設備の搬入の用に供する車両（搬入車両）の通行に支障がない措置が講じられているこ

と。 

（２）搬入車両の通行に当たり道路法第４７条の２第１項（※）の許可を要する場合は、当該

許可を受け、又はその見込みがあること。 

（３）大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられていること。 

※ 道路法（抄） 

  （限度超過車両の通行の許可等） 

第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためや        

むを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しく

は制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、

通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件

を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える

車両（次条第一項及び第七十二条の二第二項において「限度超過車両」という。）の通

行を許可することができる。 

２～７まで 略 

 

８ 太陽光の反射、騒音等による生活環境への被害防止など近隣住民等の生活環境を

保全すべき措置が講じられていることとして次の基準に適合したものであること 

（１）事業区域におおむね５０以上の建築物がおおむね５０メートル以内の間隔で連担する区

域を含まないこと。 

（２）事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に再生可能エネ

ルギー発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置その他太陽光の反射を軽減する

措置が講じられていること。 

（３）再生可能エネルギー発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音規制基準

（※）に適合していること。 

（４）事業完了後に、再生可能エネルギー発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が

整えられていること。 

（５）事業区域から１２０メートル以内に消火栓、防火水槽等の消防水利施設があること。 

（６）再生可能エネルギー発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が近隣住民等の生活環

境への影響を最小限とするものであること。 



７（令和５年９月２７日改訂） 
  

※ 変電設備に設置されている送風機の定格出力が７.５ｋｗ以上の場合は、騒音規制法第２

条第１項に規定する特定施設に該当します。 

 

９ 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法、再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合したものであること 

【確認事項】 

（１）事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得状況 

 

１０ 市の総合計画、環境計画、景観計画、都市計画、観光計画その他の将来計画に

適合したものであること 

【確認事項】 

例：本市の施設整備等の計画がある区域でないこと。 
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再生可能エネルギー発電設備の設置に関する手続き 

 事業者は、特別保全地区内において、事業を行うときは、再生可能エネルギー発電

設備を設置する事業に関する計画（事業計画）を定め、市長の許可を受けなければな

りません。 

 

１ 全体的な手続きフロー 

 

２ 各手続きの詳細なフロー 
（１）標識設置から近隣住民等協議終了まで 

 

 

  （事業計画の周知）            

  

標 識 設 置 報 告 書             市 へ 提 出  

                      標識設置日から３日以内 

 

 

 

説 明 会 開 催 報 告 書            市 へ 提 出  

                                                 説明会開催日から７日以内 

 

意 見 書 受 領               近 隣 住 民 等  

         説明会開催日から 14 日以内 

                              市 へ 提 出  

                                         説明会開催日から 21 日以内 

     

意 見 書 に 対 す る 見 解 書                  近 隣 住 民 等 ※ 

                                                         意見書受領日から 14 日以内 

 

協 議 状 況 報 告 書              市 へ 提 出  

                                                 協議終了後 7 日以内 

 

※協議が不十分な場合は、再度協議を行うよう指示することがあります。 

標 

識 

設 

置 

 

近 

隣 

住 

民

等 

協 

議 

 

事

前

協

議 

 許

可

申

請 

     

審

議

会 

 

許

可 

 

  

 

事

業

着

手 

 

 

 

 

完

了

検

査 

 

 

 

 

事

業

完

了 

近隣住民等説明会の開催 

標 識 設 置  

近隣住民等協議 
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（２）事前協議から事業完了まで 

 

事 業 計 画 届 出 書           市 へ 提 出  

  

     審 査 指 示 書 受 領  

 

 

 

 

 

審 査 指 示 事 項 回 答 書        市 へ 提 出 ※1 

                  

事 前 協 議 終 了 通 知 書 受 領 

      

 

許 可 申 請 書                 市 へ 提 出  

 

許 可 通 知 書 受 領  

 

 

 

着 手 届 出 書                市 へ 提 出  

  

事 業 の 開 始  

    

 

完 了 届 出 書              市 へ 提 出  

完了後 10 日以内 

 

         検 査 済 証 受 領  

 

※１ 回答内容が不十分な場合には、再度、指示を行うことがあります。 
※２ 事業者はあらかじめ閲覧場所及び時間を定め、再生可能エネルギー発電設備の

設置を行っている期間中、市長に提出した書類の写しを近隣住民、利害関係者等

に閲覧させること。 

 

 

 

指示事項に対する関係行政機関 
及び近隣住民等と協議、調整 

関係部課との協議 

審 議 会 へ 諮 問 

完 了 検 査  

関係書類の公開※2 

標 識 の 掲 示 
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再生可能エネルギー発電設備設置に関する許可の取消し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命令等 

  事業者に対する措置命令 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先  

    高崎市役所 建設部 開発指導課           

      電 話  ０２７－３２１－１３５６         

              Ｅメール kaihatsu-shidou@city.takasaki.gunma.jp  

 

措置命令違反  
不正手段によ

る 許 可 取 得 
 
許可後１年以上

未 着 手 
   
着手後１年以上

工 事 中 断 

許  可  の  取  消  し 

許可要件を満た

さ な い 事 業 
 許可条件違反  

無許可で計画

を 変 更 
 

許可又は変更許可の事業計画

通りに事業を行っていないと

き 

許可又は変更許可の規定に違

反したとき（無許可で計画を

変更） 

措
置
命
令 

（
工
事
停
止
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

の
除
却
・
原
状
回
復
等
） 

違
反
事
実
の
公
表 

検査の結果、許可内容に適合

していない箇所が認められる

とき 

mailto:kaihatsu-shidou@city.takasaki.gunma.jp
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